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令和８ 年度障害者就職促進委託訓練「 ト ラ イ ！」    

コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託に係る 公募型プロ ポーザル募集要項 

 

令和７ 年 1 2 月１ 日  

   

発注者  神奈川障害者職業能力開発校 

校長  金子 雅哉 

 

１  委託業務の名称等 

令和８ 年度障害者就職促進委託訓練「 ト ラ イ ！」 コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託 

なお、 本事業は国の委託事業「 障害者の多様なニーズに対応し た委託訓練」 を神奈川県が行う

も のであり 、 本募集は「 国と 神奈川県と の協議が整う こ と 」 及び「 神奈川県の令和８ 年度予算の

成立」 を前提と し ます。  

 

２  委託業務の内容等 

委託業務の内容   「 ３  対象訓練」 に記載の訓練の実施及び「 コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務 

委託仕様書」（ 別紙１ ） 記載の業務 

  委託期間  令和８ 年 4 月 1 日から 令和９ 年 3 月 3 1 日 

  実施機関数 １ 機関 

 

３  対象訓練 

  神奈川障害者職業能力開発校が、 障がいのある 方が身近な地域で就職に必要な知識・ 技能を習

得し 、 早期に就職する こ と を目的に実施する 短期の公共職業訓練のう ち、 以下に記載する 2 種類

の訓練を神奈川県内で実施し ていただき ま す。  

なお、 訓練は事業所等を活用し た実際の業務に関する 作業実習（ 事業所内での座学等を含む）

を中心に実施する も のと し 、 実習先への再委託はでき ません。  

 

  (1 ) 実践能力習得訓練コ ース  

対象者  知的障がい者・ 精神障がい者 

実施期間 令和８ 年 5 月生～令和９ 年 3 月生（ 訓練最終日： 令和９ 年 3 月 2 5 日）  

訓練期間 3 ヶ 月以内（ 面接時に決定） ＊延べ 5 0 ヶ 月を年度内上限と し ま す 

訓練時間 標準 1 0 0 時間（ 下限 6 0 時間）  

 (2 ) 特別支援学校早期訓練コ ース  

対象者  特別支援学校高等部等に在籍する 生徒のう ち、 令和８ 年 1 0 月時点で就職先が

内定し ていない翌年 3 月卒業予定の就職希望者 

実施期間 令和８ 年 1 0 月生～令和９ 年 3 月生（ 訓練最終日： 令和９ 年 3 月 2 5 日）  

訓練期間 3 ヶ 月以内（ 面接時に決定） ＊延べ 2 5 ヶ 月を年度内上限と し ま す 

訓練時間 標準 1 0 0 時間（ 下限 6 0 時間）  

 

４  委託料 

  (1 ) コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務にかかる 委託料上限額 
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7 ,0 0 0 千円（ 税込）  

＊契約締結上限額であり 、 予定価格についてはこ の範囲内で別途算定し ま す。  

 

         なお、 委託料は「 コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託仕様書」（ 別紙１ ） 記載のと おり 、  

毎月の業務に対する 定額部分と 、 対象訓練実施実績に応じ て支払を実施する 部分と の 

合算と なり ま す。  

 

 (2 ) 対象訓練にかかる 委託料 

     訓練受講者１ 人当たり 月額上限 

   受託機関が中小企業の場合     1 0 5 ,6 0 0 円（ 税込）  

受託機関が中小企業以外の場合   7 0 ,4 0 0 円（ 税込）  

 

    なお、 受講者が中途退所等によ り 受講決定時に定めた期日前に訓練を終了し た場合、 実施

し た訓練時間数が、 総訓練時間に対し て 8 割に満たない場合は、 1 人当たり の委託契約額

を総訓練日数（ 計画日数） で除し て委託日額（ 円未満切り 捨て） を算定し 、 訓練開始日から

中途退所日ま でに訓練を行った日数を乗じ る こ と によ って算出さ れた額によ り 委託料を支

払います。  

 

【 参考】  中小企業の範囲は「 中小企業における 労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出

のための雇用管理の改善の促進に関する 法律」 及び「 同施行令」 に定める 中小企業者であ

り 、 具体的には以下のと おり と する（ 企業組合、 協同組合、 事業協同組合、 協同組合連合

会、 その他の法律によ り 設立さ れた組合及び連合会は中小企業に該当）。 なお、 社会福祉

法人、 特定非営利活動法人についても 、 その事業内容によ り 以下に照ら し て判断する 。  

 

業種 資本金の額・ 出資の総額  常時雇用する 労働者の数 

小売業（ 飲食店を含む）  5 ,0 0 0 万円以下 

 

ま  

た 

は 

 

5 0 人以下 

サービス 業 5 ,0 0 0 万円以下 1 0 0 人以下 

卸売業 １ 億円以下 1 0 0 人以下 

ゴム製品製造業 ３ 億円以下 9 0 0 人以下 

ソ フト ウ ェ ア業ま たは情

報処理サービス 業 
３ 億円以下 3 0 0 人以下 

旅館業 5 ,0 0 0 万円以下 2 0 0 人以下 

その他の業種 ３ 億円以下 3 0 0 人以下 

 

5  実施機関の要件 

 申請ができ る 機関は、 次の要件をすべて満たす機関と し ます。  

  (1 ) 「 コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託仕様書」（ 別紙１ ） 記載の業務内容を正確に理解し 、

公正かつ的確に遂行し 得る 本事業に関連する 実働可能な実務経験５ 年以上の経験者が１ 名
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以上在籍し ている こ と 。  

  (2 ) 対象訓練について類似も し く は人材育成に関する 研修・ 講座・ 事業の実施実績がある こ と 。 

  (3 ) 障害者総合支援法に基づく 事業対象ま たは補助金等の対象機関の場合、指定基準における

最低基準内の職員によ る 兼務は認めら れない。  

(4 ) 原則と し て法人格を有し 、 概ね１ 年以上、 障害者就職促進委託訓練以外の事業で安定し た

運営実績がある こ と 。  

(5 ) 当事業を適正かつ円滑に実施する ために必要な事務能力及び安定的運営に必要な財政基

盤を有する こ と 。 また、 訓練運営のための組織体制を整え必要な関係職員を配置する こ と 。 

(6 ) 当事業の財務処理を他の事業と 明確に区分し 、 会計帳簿、 決算書類等収支の状況を明ら か

にする 書類を整備する こ と 。  

(7 ) 法令及び県の定める と こ ろによ り 適切に実施し 、県から 必要な指示・ 指導を受けた場合は、

速やかに従う こ と 。  

(8 ) 「 個人情報取扱注意事項」（ 別添１ ） が遵守でき る 個人情報保護法に基づく 体制を整備す

る こ と 。  

(9 ) 神奈川県建設工事暴力団対策協議会設置要綱に基づく 指名除外期間中の者でないこ と 。  

(1 0 ) 地方自治法施行令第 1 6 7 条の４ の規定に該当する 者でないこ と 。  

(1 1 ) 事業税並びに消費税又は地方消費税を滞納し ている 者でないこ と 。  

 

６  実施機関の選定 

(1 ) 審査会を設置し 、 当要項の要件を具備し ている 提案について次の項目（ *印は受託経験機関

のみ） について申請の内容を評価し 、 選定し ま す。  

    

評価項目 内容 

基本的事項 業務遂行能力 

コ ーチ業務 
業務実施に関し ての考え方・ 実施体制・ 実施方法 

業務実績（ ＊）  

コ ーディ ネート 業務 
業務実施に関し ての考え方・ 実施体制・ 実施方法 

業務実績（ ＊）  

対

象

訓

練 

就職実績 委託訓練実績（ 就職率）（ ＊）  

コ ース 内容 
アンケート 結果（ ＊）・ 応募状況（ ＊）・ カリ キュ ラ ム

内容・ 教育訓練実績・ 講師の資格 等 

施設・ バリ アフリ ー 交通の便・ 施設のバリ アフリ ー度 等 

就職支援体制 就職支援内容 

事務処理 報告書等提出実績（ ＊）  

その他 開催地の均等化 等 

(2 )  申請の内容について、 現地の調査等を実施する 場合があり ます。  

(3 ) 次の各項目に該当する 場合は、 実施機関と し て選定し ま せん。  

ア 企画提案書の提出期限、 提出先、 提出方法が適合し ないも の 

イ  記載すべき 事項の全部又は一部が記載さ れていないも の 
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ウ  虚偽の内容が記載さ れている も の 

エ 教材等の著作権法違反等、 関係法令に違反し 処罰の対象又は損害賠償等の重大な法令違反

行為がなさ れた事実がある 場合  

オ 税法違反等公序良俗に違反し 、 社会通念上、 委託先機関と する こ と が相応し く ないと 判断

さ れた場合 

カ 過去の就職状況調査等において虚偽の報告をし たこ と が明ら かになった場合 

キ その他公共職業訓練の委託先と し て明ら かに適性を欠く と 判断さ れた場合 

 

７  業務委託の契約手続き  

 (1 ) 選定さ れた提案者と 随意契約によ り 本業務委託の手続き を行いま す。  

 (2 ) 選定さ れた提案者の見積書の金額が発注者が委託料上限額の範囲内で別途算定し た予定価

格内であった場合に、 契約締結と なり ます。  

 (3 ) 選定さ れた提案者と の協議が整わない場合には、提案次点者と 同様の契約手続き を行いま す。 

 

８  留意事項 

 (1 ) プロ ポーザルにかかる 経費は参加者の負担と し ます。  

  (2 ) 提出期限以降における 書類の差替え及び再提出は認めま せん。  

  (3 ) 企画提案書に記載し た業務担当者は、 原則と し て変更でき ま せん。 ただし 、 病気、 退職等や 

   むを得ない理由によ り 変更を行う 場合には、 県の了解を得たう えで同等以上の者に変更する こ

と ができ ます。  

  (4 ) 企画提案書に記載し た事項、契約締結後は契約書に定めら れている 事項を遵守し てく ださ い。 

  (5 ) 業務に係る 個人情報については、「 個人情報取扱注意事項」（ 別添１ ） を遵守し てく ださ い。 

   

９  募集要項の交付場所等 

(1 )  事務を担当する 所属 

〒2 5 2 －0 3 1 5  相模原市南区桜台 1 3 －１  

神奈川障害者職業能力開発校 教務課 委託訓練担当  

電 話 0 4 2 －7 4 4 －5 5 5 8 （ 直通）   0 4 2 －7 4 4 －1 2 4 3 （ 代表）  

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0 4 2 －7 4 0 －1 4 9 7  

 

(2 )  募集要項の配布 

   ア 配布期間 令和 7 年 1 2 月 1 日（ 月） から 令和 7 年 1 2 月 1 2 日（ 金） まで 

    イ  配布方法 ・「 かながわ電子入札共同シス テム」 から のダウ ンロ ード  

・  神奈川障害者職業能力開発校の窓口で配布 

（ 配布期間中の平日９ 時 0 0 分から 1 7 時 0 0 分ま で）  

 

 (3 ) 質問受付について 

   ア 受付期間 令和7 年1 2 月1 日（ 月） から 令和7 年1 2 月5 日（ 金） 1 5 時0 0 分ま で 

   イ  質問様式 任意 

   ウ  質問方法 ファ ク シミ リ (0 4 2 －7 4 0 －1 4 9 7 )で神奈川障害者職業能力開発校へ送信 

＊送信後、 電話連絡(0 4 2 －7 4 4 －5 5 5 8 )で到達を確認のこ と   
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   エ 回答日  令和7 年1 2 月9 日（ 火） 「 かながわ電子入札共同シス テム」 （ 「 入札公告」

の添付ファ イ ルに登載） によ り 回答 

 

1 0  受託申請書等の提出 

 (1 )  提出締切り    令和７ 年 1 2 月 1 2 日（ 金） 1 7 時 0 0 分 

提出さ れた書類は返却いたし ません。  

 

(2 )  提出方法   持参ま たは郵送(必着) 

        （ 持参の場合は平日９ 時 0 0 分から 1 7 時 0 0 分まで）  

 

(3 )  提 出 先    神奈川障害者職業能力開発校 教務課 委託訓練担当 

〒2 5 2 －0 3 1 5  相模原市南区桜台 1 3 －１  

 

(4 )  提出書類    参加意思表明書（ 別紙 2 ） 及び「 コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務企画提案書

作成要領」（ 別添２ ） 記載のと おり  

 

(5 )  提出部数   正本： 1 部 副本（ 添付書類を含みコ ピー可）： 1 部  計 2 部 

 

(6 )  決定の公示 

       「 かながわ電子入札システム」 によ り 結果を公示 

結果の公示日 令和８ 年２ 月６ 日（ 金） (予定) 
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別紙１  

コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託仕様書     

 

１  コ ーチ業務 

 （ １ ） 業務の目的 

    対象訓練受講者に対し て、 事前の訓練方針から 訓練修了後の就職支援ま での専門的・  

総合的な支援を 行う こ と を目的と する 。  

 （ ２ ） 業務内容 

ア 受講者の状況を把握する ため、 医療、 保健、 福祉機関等と 連携し た情報収集及び公共職 

業安定所と の連絡調整（ 受講者ごと に1 回以上実施する こ と ）  

イ  受講者に係る 訓練の進捗状況の管理・ 評価及び修了後のフ ォ ロ ーアッ プ 

（ フ ォ ロ ーアッ プは訓練修了者ごと に1 回以上実施する こ と ）  

ウ  訓練開始前の受講準備支援や職場実習先における 適応支援（ 受講者ごと に1 回以上実施

する こ と ）  

 

２  コ ーディ ネート 業務 

 （ １ ） 業務の目的 

    障害者就職促進委託訓練を効率的・ 効果的に実施する こ と を目的と する 。  

 （ ２ ） 業務内容 

ア 県内の障害者雇用ニーズ及び個々の企業が求める 技能レ ベル等を把握する ための公共職

業安定所と の連絡調整（ 各月4 か所以上実施する こ と ）  

イ  対象訓練受講者に最も 効果的な実習先及びカリ キュ ラ ムのコ ーディ ネート  

ウ  コ ーディ ネート し た委託訓練の進捗状況の管理・ 評価 

エ 障害者就職促進委託訓練制度の周知及び対象訓練受講者の募集業務（ 制度の周知は各月

4 か所以上実施する こ と ）  

オ 障害者就職促進委託訓練の効果的な実施に係る 会議、 情報交換会、 企業向け説明会等の

開催に係る 事務（ 提案者組織内会議等は各月1 回以上、 他に一般対象の会議等を年１ 回以

上実施する こ と ）  

  

３  訓練実施業務 

 （ １ ） 業務の目的 

    障がいのある 方が身近な地域で就職に必要な知識・ 技能を習得し 、 早期に就職する こ と

を目的と する 。  

 （ ２ ） 業務内容 

    カリ キュ ラ ムに沿っ て実施する 訓練及び次に記載する 付帯業務と する 。  

 ア  受講希望者及び公共職業安定所等に対する 訓練会場の見学及び質問に対する 対応、 訓練

申込者への面接（ ＊） 及び選考、 入校時のオリ エンテーショ ン、 訓練修了時のアンケート

調査の実施  

  （ ＊） 精神障がい者及び発達障がい者に対する 面接には面接者と し て精神保健福祉士又は

社会福祉士を配置する こ と  

イ  受講者の出欠席に関する 事務 

ウ  受講者の住所、 氏名等の変更及び中途退校に係る 事務 

エ 重要情報（ 個人情報） に関する 事務 

オ 事故・ 災害発生時の連絡及び職業訓練生総合保険に関する 事務 
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カ 受講者の能力習得状況の把握及び訓練実施状況の報告 

キ 受講者に対する 就職支援（ 以下の各項目は必須事項です）  

        ・ ビジネス マナー ・ 面接指導 ・ 職務経歴書・ 履歴書の作成指導 

ク  訓練修了時の修了報告、 修了３ ヵ 月後における 受講者の就職状況の報告 

ケ  職業訓練受講給付金及び雇用保険対象者に係る 事務 

コ  その他、 障害者校が必要と 認める 事項 

 

 （ ３ ） その他留意事項 

  ア 訓練においてリ ラ ク ゼーショ ンマッ サージなど 特別な法律に基づかない医療類似行為に

係る 能力習得を 目的と し 、 訓練実施上、 他者の身体への接触が不可避なも のについては認

めない。  

  イ  事業所現場を活用し て実施する 訓練において、 訓練に関係のない作業に従事さ せないこ

と 及び安全、 衛生その他の作業条件について、 労働基準法及び安全衛生法の規定に準ずる

取り 扱いを行う こ と 。  

ウ  訓練は令和８ 年５ 月１ 日（ 金） から 令和９ 年 3 月 2 5 日（ 木） の範囲内（ 令和８ 年 1 2

月 2 8 日（ 月） から 令和９ 年 1 月４ 日（ 月） は除外） で設定する こ と 。  

エ 各月の募集締切日は、 特別支援学校早期訓練コ ース 1 0 月生を除き 、 前月 1 5 日、 選考

期限は前月 2 0 日と し 、 土曜日・ 日曜日・ 国民の祝日の場合はその前日と する 。 特別支援学

校早期訓練コ ース 1 0 月生については別途協議する も のと する 。 なお、 選考は「 神奈川障

害者就職促進委託訓練受講者選考要綱」 に基づき 行う こ と 。  

オ 訓練時間は、 原則と し て、 土日祝祭日を除いた午前９ 時から 午後４ 時ま での間に１ 日４

～６ 単位時間で設定し 、 訓練初日は 1 4 時ま でに終了する こ と 。（ １ 単位時間は 6 0 分）  

カ 訓練カリ キュ ラ ムについての説明や受講にあたっての注意事項の伝達等直接的な職業訓

練でないも のを内容と する 「 オリ エンテーショ ン」 は訓練時間に含める こ と はでき ない点

に注意する こ と 。  

キ 公共職業訓練の受講料は無料であり 、 教科書等個人の所有と なる も の以外の経費の徴収

は認めら れないこ と 。 なお、 教科書代は必要最小限かつ、 低廉な価格設定に努める も のと

し 、 1 0 ,0 0 0 円(税込)を超える 場合は事前に障害者校と 協議する こ と 。 ま た、 自作のテキ

ス ト 等販売価格の無い教材については、 無償配布を原則と する が、 やむを 得ない場合は、

客観的に見て妥当と 思われる 金額を設定する こ と 。 教科書代等の経費を徴収する 場合につ

いては領収証を作成し 、 明細を開講時のオリ エンテーショ ン等で説明する こ と 。  

ク  障害者校の定める と こ ろによ り 、 暴風警報、 暴風雪警報、 特別警報（ 大雨、 暴風、 高潮、

波浪、 大雪、 暴風雪の６ 種類） が発令さ れた場合及び特別警報に相当する 警報の場合を 除

き 、 休校､自習､自宅学習等は認めないこ と 。  

ケ  実習、 就職支援、 就職状況把握、 アンケート 調査に係る 費用については、 全て委託費の

中で賄う こ と 。  

 コ    平成 2 3 年度に厚生労働省が職業訓練サービ ス の質の向上を目指す「 民間教育機関にお

ける 職業訓練サービス ガイ ド ラ イ ン」 を策定し 、 平成 2 6 年度よ り ガイ ド ラ イ ンに係る 研

修を実施し ている ので、 訓練責任者等の当該研修受講に努める こ と 。  
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４  業務実施状況の報告 

 契約書の定める 様式によ る 報告を翌月７ 日（ 土曜日・ 日曜日・ 国民の祝日の場合はその前日）

ま でに行う も のと する 。  

ただし 、 3 月については当月末日ま でと する 。（ 訓練修了後３ か月経過時の報告を除く ）  

コ ーチ業務 毎月 

コ ーディ ネート 業務 毎月 

訓練実施業務 訓練実施月・ 訓練修了月・ 訓練修了後３ か月経過時 

 

５  コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務にかかる 委託料の支払について 

   （ １ ） 対象経費 

  対象経費（ ＊）  割合 

コ ーチ業務 
定額部分 なし  ０ ％ 

実績部分 ア・ イ ・ ウ  1 0 0 ％ 

コ ーディ ネート 業務 
定額部分 ア・ エ・ オ 6 0 ％ 

実績部分 イ ・ ウ  4 0 ％ 

   （ ＊） 記載の標記は、「 １ コ ーチ業務（ ２ ） 業務内容」 及び「 ２ コ ーディ ネート 業務 

（ ２ ） 業務内容」 に、 記さ れたも のに対応し ている  

 

   （ ２ ） 定額部分の算出及び支払方法 

     （ コ ーチ業務０ ％＋コ ーディ ネート 業務 6 0 ％） ／２ ＝3 0 ％ 

 

     コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託料と し て契約し た額の 3 0 ％相当額を 

     1 2 ヶ 月で除し て算出さ れた 1 ヶ 月当たり の金額を契約書に定める 報告書受領後、  

校の検査を経たのちに支払う 。  

 

   （ ３ ） 実績部分の算出及び支払方法 

     （ コ ーチ業務 1 0 0 ％＋コ ーディ ネート 業務 4 0 ％） ／２ ＝7 0 ％ 

 

     コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託料と し て契約し た額の 7 0 ％相当額を 

     対象訓練延べ月数 7 5 で除し て算出さ れた訓練実施 1 月当たり の金額を 、 契約書に 

定める 報告書受領後、校の検査を経て実施し たと 認めら れる 訓練月数に応じ て支払う 。 

 

 



( 別紙２ )  

 

                               令和 年 月 日  

 

参 加 意 思 表 明 書 

 

 神奈川障害者職業能力開発校 

校 長  金 子 雅 哉  殿 

 

                    所在地 

                    商号又は名称 

                    代表者（ 職・ 氏名）           

                      

 「 令和８ 年度障害者就職促進委託訓練「 ト ラ イ ！」 コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託

に係る 公募型プロ ポーザル募集要項」 （ 以下、 「 要項」 と いう 。 ） に基づき 、 参加意思

表明書を提出し ま す。  

 提出にあたっ ては以下の【 参加資格】 及び「 要項」 の実施機関の要件を 全て満たし てい

る こ と について誓約いたし ま す。  

 

【 参加資格】  

 本プロ ポーザルの参加資格は、 参加意思表明書の提出期限（ 提出期限の末日） から 契約

締結ま での全期間に渡って、 次の各号に掲げる 要件を全て満たす者と し ま す。  

( 1)  地方自治法施行令第167条の４ の規定に該当し ない者である こ と 。  

( 2)  神奈川県の指名停止期間中の者でないこ と 。  

( 3)  仕様書に示す業務内容を、 公正かつ的確に遂行し 得る 者である こ と 。  

 

＜参考＞ 

地方自治法施行令 第167条の４  

 普通地方公共団体は、 特別の理由がある 場合を 除く ほか、 一般競争入札に次の各号のい

ずれかに該当する 者を参加さ せる こ と ができ ない。  

１  当該入札に係る 契約を 締結する 能力を有し ない者 

２  破産手続開始の決定を 受けて復権を得ない者 

３  暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第77号） 第32条第１

項各号に掲げる 者 

 

 

＜本件責任者及び担当者の連絡先＞ 

責任者 氏名           電話番号  

メ ールアド レ ス  

担当者 氏名           電話番号  

メ ールアド レ ス  



（ 別添１ ）  

 

個人情報保護に関する 特記事項 

 

（ 秘密等の保持）  

第１ 条 受注者は、こ の契約によ る 業務に関し て知り 得た個人情報の内容をみだり に他人

に知ら せてはなら ない。 こ の契約が終了し 、 又は解除さ れた後においても 同様と する 。 

（ 個人情報の取扱い）  

第２ 条 受注者は、 こ の契約によ る 業務を 処理する ため個人情報を取り 扱う 場合は、 個人

情報の保護に関する 法律（ 平成 1 5 年法律第 5 7 号。 以下「 個人情報保護法」 と いう 。）

その他関係法令の規定に従い、その取扱いによ り 個人の権利利益を 侵すこ と のないよ う

最大限努めなければなら ない。  

（ 責任体制の整備）  

第３ 条 受注者は、 個人情報の安全管理について、 内部における 責任体制を構築し 、 その

体制を 維持し なければなら ない。  

（ 責任者、 従事者）  

第４ 条 受注者は、 こ の契約によ る 個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する 者（ 以

下「 従事者」 と いう 。） を 定め、 前条の責任体制と と も に、 あら かじ め発注者に届け出な

ければなら ない。 こ れら を変更し よ う と する と き も 、 同様と する 。  

２  受注者は、 責任者に、 従事者が本特記事項に定める 事項を 適切に実施する よ う 監督さ

せなければなら ない。  

３  受注者は、 従事者に、 責任者の指示に従い本特記事項を 遵守さ せなければなら ない。 

４  受注者は、 責任者及び従事者を 変更する 場合の手続を定めなければなら ない。  

（ 派遣労働者）  

第５ 条 受注者は、 こ の契約によ る 業務を 派遣労働者によ って行わせる 場合、 労働者派遣

契約書に、 秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する 事項を 明記し なければなら ない。

その場合の守秘義務の期間は、 第１ 条に準ずる も のと する 。  

２  受注者は、 派遣労働者にこ の契約に基づく 一切の義務を遵守さ せる と と も に、 受注者

と 派遣元と の契約内容にかかわら ず、発注者に対し て派遣労働者によ る 個人情報の処理

に関する 責任を負う も のと する 。  

（ 従事者等の教育及び研修）  

第６ 条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュ リ ティ に対する 意識の向上を図る ため、

責任者及び従事者に対し 、個人情報保護法における 県の機関及び受託者の義務並びに本

特記事項において従事者が遵守すべき 事項、その他こ の契約によ る 業務の適切な履行に

必要な事項について、 教育及び研修を 実施し なければなら ない。  

２  受注者は、 前項の教育及び研修を 実施する に当たり 、 計画を策定し 、 実施体制を 明確

にし なければなら ない。  

（ 再委託の禁止）  

第７ 条 受注者は、 発注者が承諾し た場合を 除き 、 個人情報の処理を 自ら 行う こ と と し 、

第三者にその処理を委託（ 以下「 再委託」 と いう 。） し てはなら ない。  

２  受注者は、個人情報の処理を再委託し よ う と する 場合又は再委託の内容を変更し よ う

と する 場合には、あら かじ め次の各号に規定する 項目を記載し た書面を発注者に提出し

て受注者の承諾を得なければなら ない。  



 (1 ) 再委託を行う 業務の内容 

 (2 ) 再委託で取り 扱う 個人情報 

 (3 ) 再委託の期間 

 (4 ) 再委託が必要な理由 

 (5 ) 再委託の相手方（ 名称、 代表者、 所在地、 連絡先）  

 (6 ) 再委託の相手方における 責任体制並びに責任者及び従事者 

 (7 ) 再委託の相手方に求める 個人情報保護措置の内容（ 契約書等に規定さ れたも のの

写）  

 (8 ) 再委託の相手方の監督方法 

３  前項の場合、 受注者は、 再委託の相手方にこ の契約に基づく 一切の義務を遵守さ せる

と と も に、 再委託の相手方と の契約内容にかかわら ず、 発注者に対し て再委託の相手方

によ る 個人情報の処理に関する 責任を 負う も のと する 。  

４  受注者は、 再委託契約において、 再委託の相手方に対する 監督及び個人情報の安全管

理の方法について具体的に規定し なければなら ない。  

５  受注者は、こ の契約によ る 業務を再委託し た場合、その履行を 管理監督する と と も に、

発注者の求めに応じ て、 その状況等を 発注者に適宜報告し なければなら ない。  

６  再委託し た事務を さ ら に委託する こ と (以下「 再々委託」 と いう 。 )は原則と し て認

めない。 ただし 、 やむを 得ない理由によ り 再々委託が必要と なる 場合には、 第２ 項中

の「 再委託の内容の変更」 と し て扱う も のと する 。  

７  前項の規定によ り 再々委託を 行おう と する 場合には、 受注者は第２ 項各号に規定す

る 項目を 記載し た書面に代えて、 次の各号に規定する 項目を 記載し た書面を 発注者に

提出し て発注者の承諾を 得なければなら ない。  

 (1 ) 再々委託を行う 業務の内容 

 (2 ) 再々委託で取り 扱う 個人情報 

 (3 ) 再々委託の期間 

 (4 ) 再々委託が必要な理由 

 (5 ) 再々委託の相手方（ 名称、 代表者、 所在地、 連絡先）  

 (6 ) 再々委託の相手方における 責任体制並びに責任者及び従事者 

 (7 ) 再々委託の相手方に求める 個人情報保護措置の内容（ 契約書等に規定さ れたも のの

写し ）  

 (8 ) 再委託先における 再々委託の相手方の監督方法 

８  受注者は、 発注者の承諾を 得て再々委託を 行う 場合であっ ても 、 再々委託の契約内

容にかかわら ず、 発注者に対し て個人情報の処理に関する 責任を 負う も のと する 。  

（ 収集）  

第８ 条 受注者は、 こ の契約によ る 業務を 処理する ために個人情報を収集する 場合は、 そ

の目的を明確にし 、 目的達成のために必要な最小限のも のと し 、 適正かつ公正な手段に

よ り 収集し なければなら ない。  

（ 目的以外の使用禁止）  

第９ 条 受注者は、 こ の契約によ る 業務を 処理する ため収集、 作成し た個人情報又は発注

者から 引き 渡さ れた個人情報を含む資料（ 個人情報の全部又は一部を複写等し た他の媒

体を 含む。 以下、 こ の特記事項において同じ 。） を発注者の指示又は承諾を得る こ と な

く こ の契約の目的以外に使用し 、 又は第三者に提供し てはなら ない。  

 



（ 複写、 複製の禁止）  

第 1 0 条 受注者は、こ の契約によ る 業務を処理する ため発注者から 引き 渡さ れた個人情

報を含む資料を発注者の指示又は承諾を得る こ と なく 複写又は複製し てはなら ない。  

（ 個人情報の安全管理）  

第 1 1 条 受注者は、 こ の契約によ る 業務を処理する ため収集、 作成し た個人情報又は発

注者から 引き 渡さ れた個人情報を含む資料に記録さ れた個人情報を漏えい、き 損及び滅

失（ 以下「 漏えい等」 と いう 。） する こ と のないよ う 、 当該個人情報の安全な管理に努

めなければなら ない。  

２  受注者は、 発注者から 個人情報を 含む資料の引き 渡し を受けた場合は、 発注者に受

領書を 提出する 。  

３  受注者は、 第１ 項の個人情報を 取り 扱う 場所（ 以下「 作業場所」 と いう 。） を特定し 、

あら かじ めは、 発注者に届け出なければなら ない。 その特定し た作業場所を 変更し よ う

と する と き も 、 同様と する 。  

４  受注者は、 発注者が承諾し た場合を除き 、 第１ 項の個人情報を作業場所から 持ち出し

てはなら ない。  

５  受注者は、第１ 項の個人情報を運搬する 場合は、その方法（ 以下「 運搬方法」 と いう 。）

を特定し 、 あら かじ め発注者に届け出なければなら ない。 その特定し た運搬方法を変更

し よ う と する と き も 、 同様と する 。  

６  受注者は、 従事者に対し 、 身分証明書を常時携行さ せ、 及び事業者名を明記し た名札

等を着用さ せて業務に従事さ せなければなら ない。  

７  受注者は、 こ の契約によ る 業務を 処理する ために使用する パソ コ ンや外部記録媒体

（ 以下「 パソ コ ン等」 と いう 。） を台帳で管理する も のと し 、 発注者が承諾し た場合を

除き 、 当該パソ コ ン等を作業場所から 持ち出し てはなら ない。  

８  受注者は、 こ の契約によ る 業務を処理する ために、 私用のパソ コ ン等を使用し てはな

ら ない。  

９  受注者は、 こ の契約によ る 業務を処理する パソ コ ン等に、 フ ァ イ ル交換ソ フ ト その他

個人情報の漏えい等につながる おそれがある ソ フ ト ウ エアを イ ンス ト ールし てはなら

ない。  

1 0  受注者は、 第１ 項の個人情報を 、 秘匿性等その内容に応じ て、 次の各号の定める と

こ ろによ り 管理し なければなら ない。  

(1 ) 個人情報は、 金庫、 保管庫又は施錠若し く は入退室管理の可能な保管室に保管し な

ければなら ない。  

(2 ) 個人情報を電子データ と し て保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこ れと 同等

以上の保護措置をと ら なければなら ない。  

(3 ) 個人情報を電子データ で保管する 場合、当該データ が記録さ れた外部記録媒体及び

そのバッ ク アッ プの保管状況及び個人情報の正確性について、定期的に点検し なけれ

ばなら ない。  

(4 ) 個人情報を管理する ための台帳を整備し 、 個人情報の受け渡し 、 利用、 複写又は複

製、 保管、 廃棄等の取扱いの状況、 年月日及び担当者を記録し なければなら ない。  

1 1  受注者は、 個人情報の取扱いに係る 情報セキュ リ ティ 点検を定期的に実施し 、 その

結果を 発注者に報告し なければなら ない。  

 

 



（ 個人情報の帰属及び返還、 廃棄又は消去）  

第 1 2 条 発注者から 引き 渡さ れた個人情報を含む資料のほか、こ の契約によ る 業務を処

理する ために発注者の指定し た様式によ り 、 及び発注者の名において、 受注者が収集、

作成、 加工、 複写又は複製等し た個人情報は、 発注者に帰属する も のと する 。  

２  受注者は、 委託業務完了時に、 発注者の指示に基づいて、 前項の個人情報を返還、 廃

棄又は消去し なければなら ない。  

３  受注者は、 第１ 項の個人情報を廃棄する 場合、 記録媒体を物理的に破壊する 等当該個

人情報が判読、 復元でき ないよ う に確実な方法で廃棄し なければなら ない。  

４  受注者は、 パソ コ ン等に記録さ れた第１ 項の個人情報を消去する 場合、 データ 消去用

ソ フ ト ウ エアを使用し 、 通常の方法では当該個人情報が判読、 復元でき ないよ う に確実

に消去し なければなら ない。  

５  受注者は、 第１ 項の個人情報を廃棄又は消去し たと き は、 完全に廃棄又は消去し た旨

の証明書（ 情報項目、 媒体名、 数量、 廃棄又は消去の方法、 責任者、 廃棄又は消去の年

月日が記載さ れた書面） を発注者に提出し なければなら ない。  

６  受注者は、 廃棄又は消去に際し 、 発注者から 立会いを求めら れたと き はこ れに応じ な

ければなら ない。  

（ 事故発生時の対応）  

第 1 3 条 受注者は、こ の契約によ る 業務の処理に関し て個人情報の漏えい等があっ た場

合は、 当該漏えい等に係る 個人情報の内容、 数量、 発生場所、 発生状況等を 発注者に速

やかに報告し 、 その指示に従わなければなら ない。  

２  受注者は、 前項の事態が生じ た場合には、 速やかに被害を 最小限にする ための措置

を 講ずる と と も に、 前項の指示に基づいて、 当該漏えい等に係る 事実関係を 当該漏え

い等のあ っ た個人情報の本人に通知し 、 又は本人が容易に知り 得る 状態にする 等の措

置を講ずる も のと する 。  

３  受注者は、発注者と 協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から 、

可能な限り 当該事態に係る 事実関係、 発生原因及び再発防止策の公表に努めなければ

なら ない。  

（ 立入調査等）  

第 1 4 条 発注者は、 こ の契約によ る 業務の処理に伴う 個人情報の取扱いについて、 特

記事項の規定に基づき 必要な措置が講じ ら れている かど う かを 確認する ため必要が

ある と 認める と き は、 受注者に報告を 求める こ と 及び受注者の作業場所を 立入調査す

る こ と ができ る も のと し 、 受注者は、 発注者から 改善を指示さ れた場合には、 その指

示に従わなければなら ない。  

（ 契約の解除）  

第 1 5 条 発注者は、 受注者が本特記事項に定める 義務を果たさ ない場合は、 こ の契約に

よ る 業務の全部又は一部を解除する こ と ができ る も のと する 。  

２  受注者は、 前項の規定に基づく 契約の解除によ り 損害を被った場合においても 、 発注

者にその損害の賠償を求める こ と はでき ない。  

（ 損害賠償）  

第 1 6 条 受注者は、 本特記事項に定める 義務に違反し 、 又は怠ったこ と によ り 発注者が

損害を 被った場合には、 発注者にその損害を賠償し なければなら ない。  

 



（ 別添２ ）  

コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務企画提案書作成要領     

 

１  提案は添付の様式を用いて行う こ と 。 規格は A4 版縦型、 片綴じ （ 左側２ 点綴じ ）・ 横

書き ・ 片面印刷・ カラ ー印刷可と する 。（ 一部であれば A3 版折込も 可能）  

２  文字の標準サイ ズは、 1 0 .5 ポイ ント と し 、 最低サイ ズは８ ポイ ント と する 。 ただし 、

図表中やむを得ない部分はこ の限り でない。  

３  提出書類の枚数制限は、次のと おり と する が、必要があれば添付書類の提出を妨げない。

ただし 、提出が求めら れていない資料は極力添付し ないなど、過大なも のと なら ないよ う

留意する こ と 。 なお、 提出さ れた書類の返却は提出後の辞退を含め行わない。   

書  類  名 様式 枚数制限 

令和８ 年度障害者就職促進委託訓練「 ト ラ イ ！」  

コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託企画提案書 
様式１  １ 枚 

団体・ 会社概要書 様式 2  2 枚 

総合提案書 様式 3  3 枚 

業務実施方法について 様式 4  1 2 枚 

業務実施経費見積書 様式 5  1 枚 

対象訓練受託申請書（ 訓練コ ース 別に作成のこ と ）  (＊) － 

4  提案は、 本件業務における 具体的な取組方法について提案を求める も のであり 、 成果の

提出を求める も のではないこ と に留意する こ と 。ま た、仕様書に直接指定のない業務内容

を追加で提案する 場合は、 委託料上限額の範囲内で可能なも のを提案する こ と 。  

５  担当者は、 応募者の組織に属する 者である こ と 。  

６  本業務を第三者に委託し 、 も し く は請負わせる こ と はでき ないこ と に留意する こ と 。  

 

(＊)令和８ 年度障害者就職促進委託訓練「 ト ラ イ ！」 訓練実施業務委託に係る 公募型 

プロ ポーザル募集要項の以下の様式を使用し てく ださ い 

 

（ 様式第 1 号） 障害者就職促進委託訓練受託申請書 

   添付 法人の場合は、 原本証明し た定款又は寄付行為の写し  

 （ 様式第 2 号） 委託訓練 運営・ 就職支援体制 

   添付 組織図（ 部署・ 責任者及び担当者の氏名入り のも の）  

 （ 様式第 3 号） 委託訓練 実施機関の概要 

 （ 様式第 4 号） 委託訓練 カリ キュ ラ ム 

 （ 様式第 5 号） 委託訓練 スケジュ ール 

 （ 様式第 6 号） 委託訓練 講師一覧 

 （ 様式第 7 号） 委託訓練 使用教材一覧 

 （ 様式第 8 号） 就職支援詳細 

 （ 様式第 9 号） 委託訓練 使用教室等の概要 

   添付 最寄駅から のオリ ジナルの地図、 建物平面図、 写真       

 （ 様式第 1 0 号） 委託訓練 実施経費見積書 

 （ 様式第 1 3 号） 実習場所届出書 



 

 

                                 （ 様式１ ）  

 

   

 

 

令和８ 年度 

障害者就職促進委託訓練「 ト ラ イ ！」  

コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務委託 

 企 画 提 案 書 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

 

 

（ 提案者）   住  所 

 

法 人 名 

 

代 表 者   

                 職名・ 氏名 

 

 

           印 

 

 

 

 

             

 

担当者（ 職・ 氏名） 

 

 

 

連絡先電話 

 

 

 



 

 

 

（ 様式２ ）  

 

団 体 ・  会 社 概 要 書 

令和  年  月  日現在 

名   称  

所在地 

本  社 

〒（   －  ）  

 

           TEL  （   ）    

           FAX  （   ）    

本業務を 

受託する 支社

等 

〒（   －  ）  

 

TEL  （   ）    

           FAX  （   ）  

創業年・ 開設年  資本金等    

前 期 年 間 売 上 百万円 常勤従業員数           名 

本事業を担当 

する ス タ ッ フ 

氏  名 障害者に関わる 業務経験年数・ 資格等 

  

  

  

  

業務内容 

（ 本委託業務に関連する 業務内容は特記事項欄に記載し てく ださ い。 ）  

 

特記事項 

 

 



 

 

 

（ 様式３ ）  

総  合  提 案  書 

 

【 コ ーチ業務実施に当たっての考え方】  

 

【 コ ーディ ネート 業務実施に当たっての考え方】  

 

【 業務実施体制】  

（ 実施体制、 進行管理の方法などを具体的に記入し てく ださ い。 ）  

 

 

 



 

 

（ 様式４ ）  

業務実施方法について 

各業務の実施方法、 実績（ 類似業務を含む） を具体的に記載し てく ださ い。  

コ ーチ業務 

１  受講者の状況を 把握する ため、 申込受付時から 訓練終了ま での間に医療・ 保健・ 福祉機関

等と 連携し た情報収集及び公共職業安定所と の連絡調整（ 受講者ごと に1 回以上実施する こ

と ）  

（ 実施方法）  

 

 

 

 

（ 実績）  

 

 

 

 

２  受講者に係る 訓練の進捗状況の管理・ 評価及び修了後のフ ォ ロ ーアッ プ 

（ フ ォ ロ ーアッ プは訓練修了者ごと に本人に対し 1 回以上実施する こ と ）  

（ 実施方法）  

 

 

 

 

（ 実績）  

 

 

 

 

３  校の受講決定から 訓練終了ま での間に行う 訓練開始前の本人に対する 受講準備支援や職

場実習先に対する 適応支援（ 受講者ごと に1 回以上実施する こ と ）  

（ 実施方法）  

 

 

 

 

（ 実績）  

 

 

 

 



 

 

 

 

コ ーディ ネート 業務 

１  県内の障害者雇用ニーズ及び個々の企業が求める 技能レ ベル等を 把握する ための公共職

業安定所から の管轄区域内の情報収集及び連絡調整（ 各月4 か所以上実施する こ と ）  

（ 実施方法）  

 

 

 

 

 

（ 実績）  

 

 

 

 

 

２  対象訓練受講者に最も 効果的な実習先及びカリ キュ ラ ムのコ ーディ ネート  

（ 実施方法）  

 

 

 

 

 

（ 実績）  

 

 

 

 

 

３  コ ーディ ネート し た委託訓練の進捗状況の管理・ 評価 

（ 実施方法）  

 

 

 

 

 

（ 実績）  

 

 

 

 

 



 

 

４  障害者就職促進委託訓練制度の周知及び対象訓練受講者の募集業務 

（ 制度の周知は各月4 か所以上実施する こ と ）  

（ 実施方法）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 実績）  

 

 

 

 

 

 

 

 

５  障害者就職促進委託訓練の効果的な実施に係る 会議、 情報交換会、 企業向け説明会等の開

催に係る 事務（ 一般対象の会議等を年１ 回以上実施する こ と ）  

（ 実施方法）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 実績）  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（ 様式５ ）  

 

 

業務実施経費見積書 

 

 

項   目 金   額 （ 円）  積 算 内 訳 

人 件 費 

  

旅   費 

  

一般管理費 

  

消 費 税 

  

合   計 

  

 

 

障害者就職促進委託訓練「 ト ラ イ ！」 コ ーチ・ コ ーディ ネート 業務実施に要する  

経費と し て、 上記のと おり 見積り ま す。  

 

 

        令和  年  月  日 

 

 神奈川障害者職業能力開発校長 殿 

 

 

               住 所   

               法人名   

               代表者                 

                  職名・ 氏名               印 

 


